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1. 概要

本資料は再処理施設，廃棄物管理施設，MOX 燃料加工施設の設計基準対象施設及び再

処理施設，MOX 燃料加工施設の重大事故等対処施設に対する基本方針を補足説明するも

のである。 

設工認添付書類の基本方針配管の耐震支持方針上に示している「配管の設計において

考慮すべき事項」では，先行発電プラントである東海第二発電所で示している６つの方

針のほか，既設工認から記載している３つの方針を加えた９つの方針を示している。 

ここでは，３つの方針「異なる耐震クラス配管との接続部」，「隣接する配管に対する

考慮」，「高温配管」の設計の考え方について示す。 
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2. 配管設計における考え方

当社設工認添付書類の基本方針「配管の耐震支持方針」に示している「配管の設計に

おいて考慮すべき事項」に記載の(1)～(9)の９つの方針のうち(1)～(6)の６つの方針

は，東海第二発電所の基本方針「配管及び支持構造物の耐震計算について」と同一の記

載となっている。 

それ以外の(7)～(9)の以下の３つの方針については東海第二発電所の基本方針「配管

及び支持構造物の耐震計算について」に記載はないが，その他の基本方針に類似の記載

方針が示されているため，東海第二発電所の基本方針との比較を行ったうえで当社の設

計の考え方を示す。 

・異なる耐震クラス配管との接続部

・隣接する配管に対する考慮

・高温配管

以下に(7)～(9)の３つの方針について考え方を示す。 

当社設工認添付書類「配管の耐震支持方針」抜粋 
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2.1 異なる耐震クラス配管との接続部の扱い 

当社及び東海第二発電所の比較を以下に示す。 

 

＜先行発電プラントとの比較結果＞ 

耐震クラスが異なる配管接続部に対する基本方針の記載として，東海第二発電所では

基本方針「波及的影響に係る基本方針」，当社は「配管の耐震支持方針」及び「波及的影

響に係る基本方針」に記載しており，波及的影響に係る基本方針では東海第二発電所，

東海第二発電所基本方針「波及的影響に係る基本方針」抜粋 

設工認添付書類「配管の耐震支持方針」抜粋 

設工認添付書類「波及的影響に係る基本方針」抜粋 

当社設工認添付書類の基本方針 

「波及的影響に係る基

本方針」の記載は東海

第二発電所の基本方針

と同様の記載となって

いる。

これに対し，当社の

「配管の耐震支持方

針」では具体的な設計

方法を示している。
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当社ともに上位クラスと下位クラスに対する相互影響に対する同様の考え方を示してい

る。 

これに対し，当社は「配管の耐震支持方針」の中に具体的な設計方針として，バウン

ダリを形成する弁，水封部が耐震支持されていない場合の支持範囲までを明記してお

り，弁等から下位クラス方向の配管の軸直角方向の第一拘束点までを上位クラスと同様

に扱うことを示している。本内容について次項に示す。 
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＜設計内容＞ 

本基本方針における設計内容としては，上位クラス施設の安全機能を損なわないよう

設計することを目的としており，耐震クラスが異なる配管との境界上にバウンダリとな

る弁，水封部を設ける場合の設計方法を示している。 

例えば，第 2.1-1 図に示す通り，弁が耐震支持されていない場合は弁近傍の設計が下

位クラス設計となるため，地震による故障時等にバウンダリの確保ができず，安全機能

を損なう可能性が想定されることから弁の耐震性を確保し，バウンダリを維持する必要

がある。 

第 2.1-1 図 弁が耐震支持されていない場合 

弁の耐震性確保に当たっては，第 2.1-2 図に示す通り，弁から下位クラス方向の配管

第一番目の耐震上有効な軸直角方向の拘束点までを上位クラスと同様の扱いとして設計

することで，下位クラス配管が破損したとしてもバウンダリが確保されるため，安全機

能を維持できる設計としている。 

第 2.1-2 図 第一番目の耐震上有効な軸直角方向の拘束点まで上位クラス設計とする 

ことにより弁の耐震性が確保される場合 

耐震重要度境界弁の

耐震性が確保されている 【凡例】 

青線：Sクラス設計範囲 

赤線：Cクラス設計範囲 

× ：サポート 

【凡例】 

青線：Sクラス設計範囲 

赤線：Cクラス設計範囲 

× ：サポート 
耐震重要度境界弁が

耐震支持されていない
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2.2 隣接する配管に対する扱い 

当社及び東海第二発電所の基本方針の比較を以下に示す。 

 

＜先行発電プラントとの比較結果＞ 

隣接する配管に対する基本方針の記載として，東海第二発電所の基本方針機器・配管

の耐震支持設計方針の「その他特に考慮すべき事項」に示しており，当社の設工認添付

書類の基本方針配管の耐震支持方針の「その他の考慮事項」は同一の記載をしている。 

これに対し，当社の「配管の設計において考慮すべき事項」の記載は，文章の並びが

異なるが内容としては「その他の考慮事項」と同様の内容を記載している。 

＜設計内容＞

隣接する配管に対する設計方針は，地震力による変位及び保温材の厚みを考慮し，配

管同士の距離を確保することで配管相互が干渉しない設計としている。 

東海第二発電所基本方針 機器・配管の耐震支持設計方針「その他特に考慮すべき事項」抜粋 

設工認添付書類 配管の耐震支持方針「配管の設計において考慮すべき事項」抜粋 

設工認添付書類 配管の耐震支持方針「その他の考慮事項」抜粋 

当社設工認添付書類の基本方針 

「その他の考慮事項」

の記載は東海第二発電

所の基本方針と同一の

記載となっている。こ

れに対し，「配管の設

計において考慮すべき

事項」に文章の並びが

異なるが同様の内容を

記載している。
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2.3 高温配管の扱い 

当社及び東海第二発電所の比較を以下に示す。 

設工認添付書類 配管の耐震支持方針「配管の設計において考慮すべき事項」抜粋 

設工認添付書類 配管の耐震支持方針「支持構造物の設計」抜粋 

当社設工認添付書類の基本方針 

「支持構造物の

設計」の記載は

東海第二発電所

の基本方針と同

様の記載となっ

ている。

これに対し，「配

管の設計におい

て考慮すべき事

項」では具体的

な支持構造物の

設置例を記載し

ている。
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＜先行発電プラントとの比較＞ 

高温配管に対する基本方針の記載として，東海第二発電所の基本方針機器・配管の耐

震支持設計方針の「支持構造物の設計」に示している。これに対し，当社は設工認添付

書類の基本方針配管の耐震支持方針の「配管の設計において考慮すべき事項」及び「支

持構造物の設計」の２ヵ所に記載しており，「配管の設計において考慮すべき事項」には

高温配管に対する具体的な支持構造物の設置例を記載している。本内容について次項に

示す。 

東海第二発電所基本方針 機器・配管の耐震支持設計方針「支持構造物の設計」抜粋 
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＜設計内容＞ 

当社基本方針配管の耐震支持方針の「配管の設計において考慮すべき事項」にて示し

ている具体的な設置例（ａ～ｄ項）としては，ａ項は熱膨張による変位が小さい配管に

対する設置例，ｂ～ｄ項は熱膨張による変位が大きい配管に対する設置例を示してい

る。 

ａ項については，熱膨張の変位が小さい配管であるため耐震上剛性を高めることを目

的として，Ｕボルトやアンカー等を設置し，耐震性を確保している（第 2.3-1 図に支持

構造物の設置イメージを示す）。 

ｂ～ｄ項については，ａ項と同様，耐震上剛性を高めるが，高温配管に対して熱膨張

を考慮した設計を行っている。 

熱膨張による変位が大きい配管は支持構造物を設置すると熱膨張による過大な応力が

発生するため，熱膨張方向に発生する変位を拘束しない機能を有する支持構造物を設置

する必要がある。 

そのため，熱膨張方向について拘束しない機能を持つガイドサポート，スプリングハ

ンガ，スナバ等の支持構造物を設置することにより過大な応力が発生しない設計として

いる（ｂ～ｄ項の支持構造物の設置イメージを第 2.3-2 図～第 2.3-4 図に示す）。 

第 2.3-1 図 剛性を高める支持構造物の設置イメージ 

ガイドサポート

（熱膨張に対しては拘束せず，それ

以外の方向は地震に対して拘束）

躯体壁

第 2.3-2 図 熱膨張による変位が大きい配管に対する支持構造物の設置イメージ① 
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第 2.3-3 図 熱膨張による変位が大きい配管に対する支持構造物の設置イメージ② 

第 2.3-4 図 熱膨張による変位が大きい配管に対する支持構造物の設置イメージ③ 

スプリングハンガ

（熱膨張，地震に対しては拘束せ

ず，自重に対して軸方向拘束）

スナバ

（熱膨張に対しては拘束せず，

地震に対しては軸方向拘束）
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3. まとめ

当社の配管の設計において考慮すべき事項の３つの方針ついては，東海第二発電所と

配管に対する設計としては同様の設計を行っており，本対応を行うことで配管に対する

耐震性を確保できる設計としている。 

また，設工認添付書類配管の耐震支持方針の「配管の設計において考慮すべき事項」

の記載について，既設工認より具体的な設計方針等を示している「異なる耐震クラス配

管との接続部」，「高温配管」は記載内容を現行の記載とし，「隣接する配管に対する考

慮」は，基本方針内の別の項目にて同様の設計方針を記載しているため「配管の設計に

おいて考慮すべき事項」より削除する。 
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